
 

個人情報保護法 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律 高知県個人情報保護条例 民生委員法 
（取得に際しての利用目的の通知等）  

第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報

を取得した場合は、あらかじめその利用目的を

公表している場合を除き、速やかに、その利用

目的を、本人に通知し、又は公表しなければな

らない。  

２  個人情報取扱事業者は、前項の規定にかか

わらず、本人との間で契約を締結することに伴っ

て契約書その他の書面（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録を含む。以下この項

において同じ。）に記載された当該本人の個人

情報を取得する場合その他本人から直接書面に

記載された当該本人の個人情報を取得する場合

は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明

示しなければならない。ただし、人の生命、身体

又は財産の保護のために緊急に必要がある場

合は、この限りでない。  

３  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更し

た場合は、変更された利用目的について、本人

に通知し、又は公表しなければならない。  

４  前三項の規定は、次に掲げる場合について

は、適用しない。  

一  利用目的を本人に通知し、又は公表するこ

とにより本人又は第三者の生命、身体、財産その

他の権利利益を害するおそれがある場合  

二  利用目的を本人に通知し、又は公表するこ

とにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正

当な利益を害するおそれがある場合  

三  国の機関又は地方公共団体が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、利用目的を本人に通知し、又は

公表することにより当該事務の遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとき。  

四  取得の状況からみて利用目的が明らかで

あると認められる場合  

（個人情報の保有の制限等）  

第三条  行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、

法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、

かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならな

い。  

２  行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的

（以下「利用目的」という。）の達成に必要な範囲を超えて、

個人情報を保有してはならない。  

３ 行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の

利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範

囲を超えて行ってはならない。 

 

（利用目的の明示）  

第四条  行政機関は、本人から直接書面に記録された当

該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除

き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなけれ

ばならない。  

一  人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要

があるとき。  

二  利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三

者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれが

あるとき。  

三  利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独

立行政法人等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。  

四  取得の状況からみて利用目的が明らかであると認めら

れるとき。  

 

（個人情報の保有の制限等）  

第三条  独立行政法人等は、個人情報を保有するに当たっては、

法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利

用の目的をできる限り特定しなければならない。  

２  独立行政法人等は、前項の規定により特定された利用の目的

（以下「利用目的」という。）の達成に必要な範囲を超えて、個人情報

を保有してはならない。  

３  独立行政法人等は、利用目的を変更する場合には、変更前の

利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超え

て行ってはならない。 

 

（利用目的の明示）  

第四条  独立行政法人等は、本人から直接書面に記録された当該

本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじ

め、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。  

一  人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があると

き。  

二  利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生

命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。  

三  利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法

人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

四  取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められると

き。 

 

 

(収集の制限) 

第 8 条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を

明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなけれ

ばならない。ただし、公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予

防、鎮圧若しくは捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目

的として収集するときは、この限りでない。 

 

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければな

らない。 

3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるお

それのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。 

(2) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは

捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集する

とき。 

(3) 前2号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会(第35条第1項の規定に

より置かれる高知県個人情報保護制度委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴いた上で、個

人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるとき。 

4 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令等の規定に基づき収集するとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。 

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。 

(6) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは

捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集する

とき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、

本人から収集したのでは当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生

じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるときその他本人以

外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。 

 

第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。 

一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握してお

くこと。 

二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるように生活に関す

る相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。 

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利

用するために必要な情報の提供その他の援助を行う

こと。 

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社

会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事

業又は活動を支援すること。 

五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所（以下

「福祉事務所」という。）その他の関係行政機関の業務

に協力すること。 

２ 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じ

て、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。 

 

第十五条 民生委員は、その職務を遂行するに当つ

ては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を

守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつ

て、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、

その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなけ

ればならない。 

 

（利用及び提供の制限）  

第八条  行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用

目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は

提供してはならない。  

２  前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目

的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること

ができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的の

ために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第

三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められ

るときは、この限りでない。  

一  本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  

二  行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限

度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保

有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。  

三  他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合におい

て、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務

又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利

用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な

理由のあるとき。  

四  前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学

術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人

以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、

その他保有個人情報を提供することについて特別の理由の

あるとき。  

３  前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限

する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。  

４  行政機関の長は、個人の権利利益を保護するため特

に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以

外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の

部局又は機関に限るものとする。  

（利用及び提供の制限）  

第九条  独立行政法人等は、法令に基づく場合を除き、利用目的

以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはな

らない。  

２  前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保

有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有

個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供する

ことによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ

があると認められるときは、この限りでない。  

一  本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  

二  独立行政法人等が法令の定める業務の遂行に必要な限度で保

有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利

用することについて相当な理由のあるとき。  

三  行政機関、他の独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立

行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報

の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な

限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用す

ることについて相当な理由のあるとき。  

四  前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の

目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供す

ることが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供

することについて特別の理由のあるとき。  

３  前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の

法令の規定の適用を妨げるものではない。  

４  独立行政法人等は、個人の権利利益を保護するため特に必要

があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のため

の独立行政法人等の内部における利用を特定の役員又は職員に限

るものとする。  

けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法につい

て必要な制限を付し、又は個人情報の保護のために必要な措置を講

ずるよう求めなければならない。 

 

児童福祉法 

第十七条  児童委員は、次に掲げる職務を行う。  

一  児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く

環境の状況を適切に把握しておくこと。  

二  児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他

福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要

な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。  

三  児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事

業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活

動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援

すること。  

四  児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の

行う職務に協力すること。  

五  児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努

めること。  

六  前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児

童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行う

こと。  

２  主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の

職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員

（主任児童委員である者を除く。以下この項において

同じ。）との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動

に対する援助及び協力を行う。  

３  前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲

げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではな

い。  

４  児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の

指揮監督を受ける。  

 

(提供の制限) 

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実

施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

(1) 本人に提供するとき又は本人の同意があるとき。 

(2) 法令等の規定に基づくとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは

捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として他の実施

機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(県が設立した地方

独立行政法人を除く。)に提供する場合であって、提供することにつき相当の理由があると

き。 

(6) 公安委員会等が個人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、鎮圧若しくは

捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として前号に規

定する者以外のものに提供する場合であって、提供することにつき特別な理由があるとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴いた上で、

公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。 

一部改正〔平成21年条例16号〕 

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、実施機関以外のものに個人情報を提供する場

合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目

的若しくは使用方法について必要な制限を付し、又は個人情報の保護のために必要な措

置を講ずるよう求めなければならない。 

3 特定個人情報の提供については、番号法第19条の規定を準用する。 

 

 

（利用目的による制限）  

第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ

本人の同意を得ないで、前条の規定により特定

された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、

個人情報を取り扱ってはならない。  

 

３  前二項の規定は、次に掲げる場合について

は、適用しない。  

一  法令に基づく場合  

二  人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき。  

三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。  

四  国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、

本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとき。  

 

個人情報保護に関係する法令(抜粋) 資料２－４ 


